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次世代の医療 ICT のあり方と今行うべきこと 
一般財団法人医療情報システム開発センター 山本 隆一 

社会保障のサステナビリティの確保が重要なテーマとなり、効率化は喫緊の課題と言え

る。また医学・医療における研究開発が、現実のデータに基づいてテーラーメード化が求

められる中、正確で網羅的なデータ収集の仕組みを整備しなければならない。臨床におい

ても悪性疾患、生活習慣病が高齢化社会において重点的に対応すべきテーマであり、これ

らは疾患としても数十年におよぶ長期の経過をとり、生涯、病と付き合う必要があること

も多い。このような状況に対応するためには長期間にわたって比較可能な情報を個々の医

療機関が管理する診療録や介護事業者が管理する諸記録とは別の形の個人に帰属する履歴

として活用できる仕組み（PHR と呼ばれ、各国で模索が続いている）を構築する必要があ

る。そしてこれらに共通の課題は最低限必要な再利用可能なデータを医療や介護の現場か

らいかに発生させるか、そして複数の機関で発生したデータを、いかに個人をキーとして

集積するかという点にある。 
 我が国の医療・介護に関わる情報の IT 化の比率は諸外国に比べて高い。これは経済的理

由から導入されたレセコン・医事コンピュータやオーダリングシステムが世界に先駆けて

普及にしたことが寄与しており、診療現場で取り扱われる情報の９割以上はすでに電子化

されている。前述したような目的に利用できるように適切に電子化されているか、という

ことで、現状は標準化や精度の面で十分ではない。しかし、これらは非電子化情報を電子

化することに比べれば容易に改善できる。特に対象情報を厳選することによって、現状で

も適切に誘導すれば実現は可能である。 
また患者データベースの基礎となるPHRは番号制度で整備されるマイポータルにデータ

ベース機能を付加すれば実現できる。問題は医療機関等から PHR や研究基盤への出力であ

るが、最初は情報が限られるかも知れないが、例えば図１に示す糖尿病学会、高血圧学会、

動脈効果学会、腎臓病学会、医療情報学会が策定したミニマム項目セットに限定すれば比

較的実装は容易で、利活用ルールを適切に整備すれば、臨床だけでなく、医学研究の基盤

データとして、あるいは政府自治体等の健康施策の根拠として十分に活用できると思われ

る。 
ただし、現場に過大な負担なく導入するためには、すでに導入されている情報システム

の更新にタイミングを合わせて誘導する必要があり、更新のタイミングを考えれば、今か

ら始めても５～７年の歳月は必要なために、できるだけ早期に開始すべきであろう。最後

に米国の例をあげるが ARRA の一端として進めている EHR 構想はクリニックを含む医療

機関の IT システムが汎用的に二次利用可能な形式で出力できることを、Meaningful Use of 
Health IT（図２）と定義し、これに対応したシステムを導入すればインセンティブを、そ

うでない場合はディスインセンティブを与え、明確な方針で推進している。莫大な予算を

かけているが、ここ数年、着実に進歩している。医療機関等の IT 化率が高いというわが国

の利点を活用すれば遙かに少ない経費でより大きな成果があげることができると思われる。



 
 図１ 糖尿病医療の情報化に関する合同委員会による４疾患ミニマム項目セット 
 

 
図２ 米国 HITCH Act に基づく Meaningful Use of Health IT 


